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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成27年2月12日(2015.2.12)

【公開番号】特開2014-38747(P2014-38747A)
【公開日】平成26年2月27日(2014.2.27)
【年通号数】公開・登録公報2014-011
【出願番号】特願2012-179601(P2012-179601)
【国際特許分類】
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13357  (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/04     (2006.01)
   Ｆ２１Ｙ 101/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ４３５　
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ４３１　
   Ｇ０２Ｆ    1/13357  　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/04     　　　Ａ
   Ｆ２１Ｙ  101:02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成26年12月17日(2014.12.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源部からの光が入射する入光面と、光が出射する出光面と、出光面に対向する背面と
を備える導光板であって、
　前記背面には、光の導光方向に略平行な方向を配列方向として背面側単位光学形状が互
いに隣接して複数配列され、
　前記背面側単位光学形状は、
　　背面側に凸となる略四角柱形状であり、頂面部と、前記頂面部を挟んで対向する位置
に形成される側面である第１斜面部及び第２斜面部を有し、
　　前記配列方向における前記背面側単位光学形状の配列ピッチをＰ１とし、配列方向に
おける前記頂面部の寸法をＷｃとするとき、
　　　前記配列ピッチは一定であり、
　　　前記配列方向において、前記入光面から離れるにつれて、比Ｗｃ／Ｐ１が小さくな
り、
　前記頂面部が、前記配列方向において前記背面となす角度をγとし、
　前記第１斜面部及び前記第２斜面部のうち、前記配列方向において前記入光面に対向す
る斜面部が前記配列方向において前記背面となす角度をβとするとき、
　０°≦γ≦０．５°
　１°≦β≦５°
　という関係を満たすこと、
　を特徴とする導光板。
【請求項２】
　請求項１に記載の導光板において、



(2) JP 2014-38747 A5 2015.2.12

　前記第１斜面部及び前記第２斜面部のうち、前記配列方向において前記入光面に対向す
る斜面部の前記配列方向の寸法をＷｄとするとき、比Ｗｄ／Ｐ１は、
　０．０５≦Ｗｄ／Ｐ１≦０．９５
　という関係を満たすこと、
　を特徴とする導光板。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の導光板において、
　前記背面を法線方向から見たときに、前記第１斜面部及び前記第２斜面部のうち、前記
配列方向において前記入光面に対向する斜面部が占める総面積をＭ１とし、前記背面をそ
の法線方向から見たときの面積をＭ０とするとき、比Ｍ１／Ｍ０は、
　０．４≦Ｍ１／Ｍ０≦０．６
　という関係を満たすこと、
　を特徴とする導光板。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の導光板と、
　前記入光面へ入射する光を発する光源部と、
　前記導光板からの光を正面方向又は正面方向となす角度が小さい方向へ向ける偏向光学
シートと、
　を備える面光源装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の面光源装置において、
　前記光源部は１つであり、
　前記背面側単位光学形状内において、前記第１斜面部が前記入光面側に位置し、
　前記第１斜面部は、前記背面となす角度が前記導光板と空気との界面における臨界角以
上であり、前記光源部から導光する光が入射しないこと、
　を特徴とする面光源装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の面光源装置において、
　前記光源部は、２つであり、前記導光板の互いに対向する両側面である前記入光面に面
する位置に設けられ、
　前記第１斜面部が前記背面となす角度と、前記第２斜面部が前記背面となす角度とは、
等しいこと、
　を特徴とする面光源装置。
【請求項７】
　請求項４から請求項６までのいずれか１項に記載の面光源装置と、
　前記面光源装置に背面側から照明される透過型表示部と、
　を備える透過型表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。なお、理解を容易にす
るために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるもの
ではない。
　請求項１の発明は、光源部からの光が入射する入光面（１３ａ，２３ａ，２３ｂ）と、
光が出射する出光面（１３ｃ）と、出光面に対向する背面（１３ｄ，２３ｄ）とを備える
導光板であって、前記背面には、光の導光方向に略平行な方向を配列方向として背面側単
位光学形状（１３３，２３３）が互いに隣接して複数配列され、前記背面側単位光学形状
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は、背面側に凸となる略四角柱形状であり、頂面部（１３３ｃ，２３３ｃ）と、前記頂面
部を挟んで対向する位置に形成される側面である第１斜面部（１３３ａ，２３３ａ）及び
第２斜面部（１３３ｂ，２３３ｂ）を有し、前記配列方向における前記背面側単位光学形
状の配列ピッチをＰ１とし、配列方向における前記頂面部の寸法をＷｃとするとき、前記
配列ピッチは一定であり、前記配列方向において、前記入光面から離れるにつれて、比Ｗ
ｃ／Ｐ１が小さくなり、前記頂面部（１３３ｃ，２３３ｃ）が、前記配列方向において前
記背面（１３ｄ）となす角度をγとし、前記第１斜面部（１３３ａ，２３３ａ）及び前記
第２斜面部（１３３ｂ，２３３ａ）のうち、前記配列方向において前記入光面に対向する
斜面部（１３３ｂ，２３３ａ，２３３ｂ）が前記配列方向において前記背面となす角度を
βとするとき、０°≦γ≦０．５°、１°≦β≦５°という関係を満たすこと、を特徴と
する導光板（１３，２３）である。
　請求項２の発明は、請求項１に記載の導光板において、前記第１斜面部（１３３ａ，２
３３ａ）及び前記第２斜面部（１３３ｂ，２３３ｂ）のうち、前記配列方向において前記
入光面に対向する斜面部（１３３ｂ，２３３ａ，２３３ｂ）の前記配列方向の寸法をＷｄ
とするとき、比Ｗｄ／Ｐ１は、０．０５≦Ｗｄ／Ｐ１≦０．９５という関係を満たすこと
、を特徴とする導光板（１３，２３）である。
　請求項３の発明は、請求項１又は請求項２に記載の導光板において、前記背面を法線方
向から見たときに、前記第１斜面（１３３ａ，２３３ａ）部及び前記第２斜面部（１３３
ｂ，２３３ｂ）のうち、前記配列方向において前記入光面に対向する斜面部（１３３ｂ，
２３３ａ，２３３ｂ）が占める総面積をＭ１とし、前記背面をその法線方向から見たとき
の面積をＭ０とするとき、比Ｍ１／Ｍ０は、０．４≦Ｍ１／Ｍ０≦０．６という関係を満
たすこと、を特徴とする導光板（１３，２３）である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　請求項４の発明は、請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の導光板（１３，
２３）と、前記入光面（１３ａ，２３ａ，２３ｂ）へ入射する光を発する光源部（１２，
２２Ａ，２２Ｂ）と、前記導光板からの光を正面方向又は正面方向となす角度が小さい方
向へ向ける偏向光学シート（１４）と、を備える面光源装置（１０，２０）である。
　請求項５の発明は、請求項４に記載の面光源装置（１０）において、前記光源部（１２
）は１つであり、前記背面側単位光学形状（１３３）内において、前記第１斜面部（１３
３ａ）が前記入光面（１３ａ）側に位置し、前記第１斜面部は、前記背面（１３ｄ）とな
す角度が前記導光板と空気との界面における臨界角（θ）以上であり、前記光源部から導
光する光が入射しないこと、を特徴とする面光源装置（１０）である。
　請求項６の発明は、請求項４に記載の面光源装置において、前記光源部（２２Ａ，２２
Ｂ）は、２つであり、前記導光板（２３）の互いに対向する両側面である前記入光面（２
３ａ，２３ｂ）に面する位置に設けられ、前記第１斜面部（２３３ａ）が前記背面（２３
ｄ）となす角度と、前記第２斜面部（２３３ｂ）が前記背面となす角度（β）とは、等し
いこと、を特徴とする面光源装置（２０）である。
　請求項７の発明は、請求項４から請求項６までのいずれか１項に記載の面光源装置（１
０，２０）と、前記面光源装置に背面側から照明される透過型表示部（１１）と、を備え
る透過型表示装置（１，２）である。
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